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１ 日   時  平成２８年３月２日（水） 

          午後３時４８分～午後４時１５分 

 

２ 場   所  議会運営委員会室 

 

３ 出席委員  ６名 

         委員長 小野 泰弘  副委員長 荒川 洋平 

委 員 菅原 和子  委 員 及川 秀一 

委 員 長南 良彦  委 員 小野寺美穂 

                

４ 委員外議員  ３名 

議 長 郷内 良治  副議長 菊地  忍 

議 員 大友 康信   

          

５ 欠席委員  なし  

 

６ 事務局職員  事 務 局 長 今野 博幸 

         次長兼議事調査係長 佐藤 俊行 

         主幹兼庶務係長 針生 明美 

          

７ 協議事項 

（１）議会の運営に関する事項について 

  ① 「選挙管理委員及び補充員の選挙」に係る日程及び選挙方法について 
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     午後３時４８分 開会 

○委員長（小野泰弘） 出席委員は定足数に達しておりますので、委員会条例

第14条の規定により委員会は成立いたしました。 

 ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の委員会は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

この際、諸般の報告をいたします。 

 本日の協議に必要な資料の一切をお手元に配付しておりますので御了承願い

ます。 

これをもって、諸般の報告を終わります。 

 それでは、議事に入ります。 

 「選挙管理委員及び補充員の選挙」に係る日程及び選挙方法についてを議題

といたします。 

 書記より説明いたさせます。 

○書記（佐藤俊行） それでは、選挙管理委員及び補充員の選挙に係る日程及

び選挙の方法について御説明いたします。 

 まず、選挙管理委員の選挙に係る法的根拠ですが、次第の枠中の地方自治法

をごらん願います。 

地方自治法第182条の第１項に、選挙管理委員は、地方公共団体の議会にお

いてこれを選挙すると規定されております。同第２項では、選挙管理委員と同

数の補充員を選挙しなければならないと規定されております。 

  この規定に基づきまして、議会において選挙管理委員及び補充員の選挙を行

うことになります。 

  選挙管理委員及び補充員の選挙に係る日程の案ですが、条例案・補正予算案

審議となります３月７日、月曜日、議案第33号 平成27年度名取市下水道事業

等会計補正予算採決の後、選挙を行う案です。 

  次に、選挙の方法につきましては、これまでの先例に基づきまして、議長に

よる指名推選とする案です。 

 それでは、別に資料としてお配りしております、選挙管理委員候補者名簿を

ごらん願います。 
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 選挙管理委員及び補充員の候補者につきましては、地区代表議員より、各地

区からの候補者の推薦をお願いしておりました。 

今回、選挙管理委員といたしまして、増田地区、名取が丘地区、館腰地区、

高舘地区。補充員といたしまして、愛島地区、増田西地区、閖上地区、下増田

地区からの御推薦をお願いした次第です。各候補者につきましては、お手元の

資料１ページのとおりで、先ほど御説明いたしましたとおり、この候補者をも

って議長において指名推選とするものであります。 

  「選挙管理委員及び補充員の選挙」に係る日程及び選挙方法についての説明

は以上です。 

○委員長（小野泰弘） ただいま、「選挙管理委員及び補充員の選挙」に係る

日程及び選挙方法について説明いたさせましたが、御意見等があればお願いい

たします。 

○委員（長南良彦） 選挙管理委員補充員であった方に確認をしないで、選挙

管理委員候補者を新たに推薦することは問題ないのか。 

○議長（郷内良治） 選挙管理委員候補者及び選挙管理委員補充員候補者の選

出方法については、各地区に一任しているので問題ない。 

○委員（長南良彦） 選挙管理委員補充員としての任期が満了したので、その

方が選挙管理委員候補者になるかどうかは白紙ということか。 

○議長（郷内良治） 選挙管理委員補充員であった方が選挙管理委員候補者に

なる規定はありません。 

○委員長（小野泰弘） 暫時休憩いたします。 

     午後３時５５分 休憩 

─────────────────────────────────── 

     午後４時 ４分 再開 

○委員長（小野泰弘） 再開いたします。 

お諮りいたします。「選挙管理委員及び補充員の選挙」に係る日程及び選挙

方法につきましては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小野泰弘） 御異議なしと認めます。よって、「選挙管理委員及び

補充員の選挙」に係る日程及び選挙方法につきましては、そのように決定いた
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しました。 

次に、一括議題の取り扱いについて書記より説明いたさせます。 

○書記（佐藤俊行） それでは、一括議題の取り扱いについて御説明いたしま

す。 

 取り扱いの考え方ですが、効率的な議事運営を図るため、付託いたしました

常任委員会ごとに一括議題として審議を行うというものです。 

それでは、資料４ページをごらん願います。 

まず、議案第12号から議案第17号まで及び議案第24号の改正条例案７カ件に

つきましては、総務消防常任委員会へ付託しておりましたが、この７カ件を一

括議題といたしまして委員長報告を省略し、議案ごとに討論及び採決を行うも

のです。 

次に、資料５ページをごらん願います。 

議案第19号、議案第22号及び議案第23号の改正条例案３カ件と議案第35号及

び議案第36号のその他議案２カ件、あわせて５カ件につきましては、建設経済

常任委員会へ付託しておりましたが、この５カ件を一括議題といたしまして委

員長報告を省略し、議案ごとに討論及び採決を行うものです。 

次に、議案第20号及び議案第21号の改正条例案２カ件につきましては、民生

教育常任委員会へ付託しておりましたが、この２カ件を一括議題といたしまし

て委員長報告を省略し、議案ごとに討論及び採決を行うものです。 

資料２ページをごらん願います。 

議事日程ですが、初めに、総務消防常任委員会へ付託しておりました改正条

例案７カ件について討論及び採決を行います。 

次に、議案第18号に対する質疑、討論及び採決を行います。 

次に、建設経済常任委員会へ付託しておりました改正条例案及びその他議案

５カ件について討論及び採決を行います。 

次に、議案第25号から議案第33号までの補正予算案９カ件に対する質疑、討

論及び採決を行います。 

次に、先ほど御説明いたしました選挙管理委員及び補充員の選挙を行い、最

後に議会案第２号の採決となります。 

説明は以上です。 
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○委員長（小野泰弘） ただいま、書記より説明いたさせましたが、確認した

い事項がありましたらお願いいたします。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小野泰弘） 一括議題の取り扱いにつきましては、確認いたしまし

たとおり取り扱いすることといたします。 

暫時休憩いたします。 

     午後４時 ７分 休憩 

─────────────────────────────────── 

     午後４時１５分 再開 

○委員長（小野泰弘） 再開いたします。 

以上で本日の議題は全て終了いたしました。  

 これをもって、本日の議会運営委員会を終了いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

     午後４時１５分 散会 

 

平成２８年３月２日 

 議会運営委員会 

  委員長 小野 泰弘 
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